
平成 20年度 事業評価表の見方 

○  事業評価表は、左ページでは、当該事業の目的、概要、目標（値）、予算・決算額、実施スケ

ジュールなどを掲載しています。また、右ページでは、事業の中間評価と事後評価を掲載してい

ます。 

○  事業の目標（値）である、｢活動指標｣は、行政の事業・活動の内容量の数値等を記載していま

す（例．SOHO 支援セミナーを○○回開催。バリアフリー道路を△△キロ整備）。同様に、｢まち

づくり指標｣は基本計画と同じ考え方で、｢成果指標｣として事業実施によって目指す結果・成果

等の指標です（講演会の参加者が○○人で、アンケートによる満足度は△△％。市民一人当たり

の図書貸出し冊数等）。そして、まちづくり指標のうち、主に行政を推進主体とするものは「①

行政指標」、多様な推進主体の協働によって実現を目指すものは「②協働指標」としています。 

○  年度別明細において、｢平成 18 年度｣、｢平成 19 年度｣及び｢平成 20 年度達成｣の欄は、それ

ぞれの年度の実績値を、｢平成 20 年度目標｣は、評価表の当初計画を策定した６月時点の目標を

記載しています。 

○  事業の中間評価では、中間評価を行う 9 月時点での当該事業の課題と改善方向を記載していま

す。また、この時、各事業のコストや成果の向上の程度を点検し、平成 21 年度の方向性を｢主

管課中間評価｣として記載します。ただし、平成 20 年度で終了する事業や平成 20 年度と 21 年

度の予算や成果を一概に比較できない場合（例えば、平成 20 年度は設計で、21 年度は工事に

着手する事業）などは空欄になっています。また、平成 20 年度で終了する事業は、中間評価を

行っていません。 

○  平成 20 年度の事後評価の全体的な傾向等につきましては、白書本編 第Ⅱ章｢３．平成 20 年

度事業評価 対象事業の評価結果概要｣をご参照ください。 

部課名

係名

あり ○ なし 体系 歳出科目 款 項 目

一般会計 事項

補助区分 国 都 市単独

目
的

概
要

終期 時間

関連計画

 　「都市再生に向けたビジョン」として今後の公共施設の再配置等のあり方に関する基本方針の検討・策定を活動指標とする。

  平成18年度からのファシリティ・マネジメントの取り組みを踏まえ、今後の公共施設の再配置等のあり方に関する基本方針を策
定・推進する。

2112
都市再生に向けたビジョンの策定・推進

三鷹市におけるファシリティ・マネジメントの基本的方向

   公共施設の計画的な維持・保全を行うファシリティ・マネジメントの確立に向けた取り組みとともに、公共施設の整備と再配置
や、学校、コミュニティ・センター及び保育園等の計画的な耐震化など、環境保全や経済性に配慮した都市構造・都市空間の
「更新・再生」に向けた着実な取り組みを進める。

計画事業名

事業の目的・概要　　目的は対象(何を､誰を対象に)と意図(対象をどういう状態にしたいのか)を､概要は実施手法､手順等を記入

３.都市再生推進本部関係費

○

今年度のまちづくり指標（成果の指標）の説明

今年度の活動指標（事業・活動の内容・量の指標）の説明

当該事務に従事する実職員数

第８部 第２・３-(８)-①

評価対象
事業名

基本計画掲載

企画部 企画経営室

３．企画費

企画調整係 内線

１．総務管理費２．総務費

今年度の改善・改革ポイント（前年度の評価結果等を踏まえて。継続事業の場合記入）

ファシリティ・マネジメントの推進

年度から

   平成19年度に策定した「三鷹市におけるファシリティ・マネジメントの基本的方向」に基づき具体的な検討を行い、「都市再生
に向けたビジョン」として今後の公共施設の再配置等のあり方に関する基本方針を策定・推進するとともに、三鷹市都市再生推
進本部を中心に、都市再生に向けた個別の取り組みを推進する。都市再生ビジョン策定に向けた｢公共施設の整備・再配置等
に関する調査業務｣は、東京多摩青果株式会社が所有する三鷹市場跡地及び井口グラウンドの事業案の作成を中心とする。

人 または始期 2.0年度まで平成18

　 同上

他団体の先進的な取り組み事例・成果・参考実績値　（コスト比較を含む）

   東京都が公共施設に関するデータベースや保全コールセンターの設置等の先進的な取り組みを行っている。また、静岡市は建
築保全ガイドブックを策定し、全庁的な取り組みを行っている。一般の市町村レベルの取り組みはほとんどない。

公共施設の整備・再配置等に関する調査業務

中間まとめ○ 最終まとめ○

都市再生推進本部を中心とした個別の都市再生プロジェクトの推進

公共施設の整備・再配置等に
関する調査に向けた検討 公共施設の整備・再配置等に関する調査業務 都市再生ビジョン策定○

○平成19年度公共施設耐震診断調査 ○市民センター周辺地区 ○
　結果及び対応策一覧 再生推進チーム設置　 都市再生ビジョン

都市再生推進本部を中心とした個別の都市再生プロジェクトの推進

当初計画変更の内容・理由等(当初計画どおり実施した場合は、その旨を記載）

年間の実施スケジュール

2月

結
　
果

4月 5月

総務委員会報告　

当
初
計
画

8月
公共施設の整備・再配置等
に関する調査に向けた検討

7月 1月10月 11月9月 3月6月 12月

　市民センター周辺地区における事業スキーム等の検討を進める中で、なお多角的な観点での調整が必要とされることから、中間まとめのと
りまとめは見送り、当初の目標どおり３月において「都市再生ビジョン」を策定した。また、６月議会で、平成19年度公共施設耐震診断調査結果
及び対応策一覧について、12月議会で、市民センター周辺地区再生推進チームの設置について、３月議会で「都市再生ビジョン」について、そ
れぞれ総務委員会報告を行った。

年度別明細 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度目標 Ｈ２０年度達成
活動指標
（事業・活
動の内容・
量）

・庁内のファシリ
ティマネジメント
検討チームの設
置・検討
・特定の公の施
設の耐震・劣化
診断の実施

・庁内のファシリティマ
ネジメント検討チームに
よる検討・報告
・特定の公の施設の劣
化診断等の調査の実施

・ 「都市再生に向けた
ビジョン」として今後の
公共施設の再配置等
のあり方に関する基本
方針の検討・策定

・ 「都市再生ビジョン」とし
て今後の公共施設の再配
置等のあり方に関する基
本方針の検討・策定

まちづくり
指標（成果
指標）
①行政指標
②協働指標

①｢ファシリティマ
ネジメントの推進
に関する方針｣の
検討を庁内チー
ムで行った。

①｢三鷹市におけるファ
シリティ・マネジメントの
基本的方向｣の策定、
組織改正の実施
①特定の公の施設の劣
化診断等の調査の実施

① 「都市再生に向けた
ビジョン」として今後の
公共施設の再配置等
のあり方に関する基本
方針の検討・策定

① 「都市再生ビジョン」とし
て今後の公共施設の再配
置等のあり方に関する基
本方針の検討・策定

予算額(千円) 18,008   31,206   3,578   6,583   
決算額(千円) 18,008   31,206   6,520   
執行率(％) 100.0% 100.0% 99.0%

事業NO. 101 事業名 都市再生に向けたビジョンの策定・推進① 《重点管理事業》 企画部

3

1

1

1

1

1

2

1 1審
査
会
評
価

改善提案に対する政策会議の意見・評価(又は平成20年度の取り組みに対する意見)

１当初計画通り(計画以上の進捗を含む）・２若干遅れた・３大きく遅れた

　重点的に取り組む課題とする。
　長期的な見通しをもって事業を進めること。

評価

成果に対する評価 効率性・経済性に対する評価

１ 妥当である・２ 改善の余地あり・３ 抜本的な見直し必要

１大(目標の指標等を達成）・２中・３小又はなし

（理由及び具体的内容）　市民や利用団体と協働で整備構想を策定するとともに、整備構想策定にあたっては民間委託による
行う。

改善提案に対する事業評価審査会の意見・評価(又は平成20年度の取り組みに対する意見)

《事業の事後評価》

中間評価時の課題と次年度の改善・改革方向

　福祉会館及び第一、第二体育館等の耐震診断結果を踏まえ、公共施設の再配置の方向性を早急に示すことを目指して、事業ス
キームの検討を進めている。平成20年度の「都市再生に向けたビジョン」の策定については、市民センター周辺の整備の検討状
況を踏まえながら、年内に中間報告、年度末に最終まとめを行うこととする。

《事業の中間評価》

今後の委託・協働等（民間・嘱託臨職・市民による一部実施を含む）の可能性について

成果面

（理由）　市民や利用団体の意見を反映しながら取り組みを進める整備構想等の策定は、具体的な整備に向けた第一段階とな
ることから、成果面は増加する。

来年度は本年度より成果が、１増加・２維持・３減少する(比較できない場合は理由のみ記載）

１ある・２ない・３その他

（特記意見）

進捗状況評価

来年度は本年度よりコストが、１減少する・２維持・３増加する(比較できない場合は理由のみ記載）

　市民センター周辺地区における事業スキーム等の検討を進める中で、なお多角的な観点での調整が必要とされることか
ら、中間まとめのとりまとめは見送り、当初の目標どおり３月に「都市再生ビジョン」を策定した。また、事業を計画的に推進
するため、三鷹市都市再生推進本部設置要綱に基づき、「市民センター周辺地区再生推進チーム」を設置し、庁内での情
報の共有化と事業化の可能性について多角的な検討を行った。
　今後、公共施設の整備・再配置等に関する基本方針である「都市再生ビジョン」に基づき、市民センター周辺地区、市街
地再開発事業、老朽化した公共施設の整備のあり方など、三鷹市都市再生推進本部を中心に、多様な課題の解決に向け
て、着実な取り組みを進めていく。なお、市民センター周辺地区については、利用団体等の意見を聴きながら、三鷹市場跡
地の取得に向けて、整備に関する基本プランの検討を進める。
　※当初の「都市再生に向けたビジョン」から「都市再生ビジョン」へ名称を変更した。

事
　
後
　
評
　
価

効率性（事業の効率的実施）・経済性（予算のコスト削減等）に対する評価

2
（特記意見）

主
管
課
評
価

進捗状況評価（当初計画に対して）

成果に対する評価（活動指標・まちづくり指標に対して）

１高(特別の成果あり）・２中・３低

総合評価（進捗状況、成果、効率性・経済の評価を踏まえて）及び次年度の実施方針

中
　
間
　
評
　
価

主管課中間評価（今年度で事業が終了する場合は記入不要）

コスト面

（理由）　平成21年度は整備構想の策定を予定しており、研究検討段階からステップアップすることから、コストは前年度より増
加する。

事業NO. 101 事業名 都市再生に向けたビジョンの策定・推進② 《重点管理事業》 企画部

 


